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子ども・子育て支援法
第５９条　市町村は、内閣府令で定めるところにより、第６１条第１項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画
に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
１　子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ど
も・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に
関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、
関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
２～１３　（略）

子育て支援施策の充実について

・子育て支援に関する講習会等

・親子交流の場の提供

・子育てに関する相談援助

・地域の子育て関連情報の提供

・関係機関との連絡調整、連携、協働の体制づくり

〔情報提供・利用支援〕

〔連絡調整・広報啓発〕

※実施場所は、自治体の判断で決定。

再編

・子育て支援に関する講習会等 子育て相談ふれあいセンター

子育て支援センターらんらん

（センター型）

地域支援機能

※実施場所は、地域子育て支援拠点事業を実施している施設

実施場所は、地域子育て支援拠点事業を実施している施設

新規　利用者支援事業

総合的な利用者支援の実施

・「個別ニーズ」の把握〔情報集約・相談〕

・地域にある施設・事業の総合的な利用者支援

・親子交流の場の提供

平成26年度～

改　地域子育て支援拠点事業

室蘭市

・サンキッズ

（ひろば型）

・地域子育て支援センター

・子育てに関する相談援助

・地域の子育て関連情報の提供

（センター型）

利用者支援機能

地
域
機
能
強
化
型

地域支援機能

平成25年度

地域子育て支援拠点事業

  一般型

・地域子育て支援センター

子育て相談ふれあいセンター

子育て支援センターらんらん

（ひろば型）

室蘭市

・サンキッズ

再編　　地域子育て支援拠点事業

公共施設のスペースを利用した広場の開放。情報提供・相談を行う。

事業内容 　 

○親子交流

事業内容 

施設スタッフ、子育てコーディネーターとして養成

保育所・幼稚園をはじめ子育てに関する支援サービス

の紹介や相談受付を行う。

（センター型）

○地域にある施設・事業の総合的な利用者支援

○「個別ニーズ」の把握〔情報集約・相談〕

地域支援機能

※実施場所は、地域子育て支援拠点事業を実施している施設

・地域子育て支援センター

子育て相談ふれあいセンター

子育て支援センターらんらん

○関係機関との連絡調整、連携、協働の体制づくり

　　個別相談・子育てなんでも相談会など

・「個別ニーズ」の把握〔情報集約・相談〕

・地域にある施設・事業の総合的な利用者支援

［情報提供・利用支援］

○情報発信　　にこにこわくわく通信・活動報告者書作成など

　　地域保育従事者研修会等

○地域保育従事者の資質向上研修会

子育てサロン・ボランティアの集い等

子育てサークルリーダー・ネットの集い

子育てサロン・子育てサークル子育て支援スタッフ養成

・親子交流の場の提供

・子育てに関する相談援助

・地域の子育て関連情報の提供

・子育て支援に関する講習会等

　　健康推進課「にじいろクラブ」との連携など

室蘭市

・サンキッズ

・関係機関との連絡調整、連携、協働の体制づくり

〔連絡調整・広報啓発〕

　　市内子育て支援ネットワークの構築

　　保育所・幼稚園・母子保健事業・保健センター

（ひろば型） ○親子講座他親子子育て支援事業 

○地域における多様な子育て支援サービスの紹介・相談

※実施場所は、自治体の判断で決定。

　　発達支援センター・家庭児童相談所など

新規　利用者支援事業

○子育てサークル等の育成・支援 

連携

　総合的な利用者支援の実施

○一時保育・託児等地域の保育資源の情報提供等  

　　発達支援センター・家庭児童相談所など


